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株式会社代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）

趣旨

これからの若い世代が家

族を形成し、子育てに伴う

喜びを実感できると同時に

子どもたちにとってもより良

い社会を実現するため、結

婚・妊娠・出産・育児におけ

る課題の解消を目指すとと

もに、家族を中心に起きつ

内閣府「少子化危機突破タスクフォース」（第１期） 平成25年3月27日設置

株式会社代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）

松田 茂樹 株式会社第一生命経済研究所主席研究員

宮島 香澄 日本テレビ報道局解説委員

山田 正人 経済産業省特許庁総務部工業所有権制度改正審議室長

吉松 育美 ミスインターナショナル２０１２

吉村美栄子 山形県知事

第１回：平成25年3月27日 今後の議論にあたっての思い～三重県民の幸福実感を踏まえて～を説明

第２回： 〃4月16日 「地方目線」の少子化対策～三重県の現状と経験から～を説明

第３回： 〃5月 7日

第４回： 〃5月28日

もに、家族を中心に起きつ

つ、地域全体で子育てを支

援していく取組の推進等に

ついて検討を行う。

「少子化危機突破のための提案」決定

１



「少子化危機突破のための提案」(平成25年5月28日決定）

少子化社会対策会議（少子化社会対策基本法に基づき設置）

（会長：総理大臣、 構成員：全閣僚）

「少子化危機突破のための緊急対策」(平成25年6月7日決定)

子育て支援強化、働き方改革に加え、結婚・妊娠・出産支援を柱とする
少子化対策「３本の矢」の推進

｢経済財政運営と改革の基本方針」（骨太の方針）
（平成25年6月14日閣議決定） ※抜粋

第２章 強い日本、強い経済、豊かで安全・安心な生活の実現
３．教育等を通じた能力・個性を発揮するための基盤強化

社会保障制度改革国民会議
（社会保障制度改革推進法に基づき設置）

「社会保障制度改革国民会議報告書」

（平成25年8月6日決定） ※抜粋

第２部 社会保障４分野の改革
Ⅰ少子化対策分野の改革
１少子化対策の意義と推進の必要性
･･･妊娠・出産・子育ての切れ目のな
い支援が必要であり、具体的には、
まず出産・子育てと就労継続の二
者択一状況を解決することが必要
である。･･･

報
告

内閣府「少子化危機突破タスクフォース」（第１期） 平成25年3月27日設置

３．教育等を通じた能力・個性を発揮するための基盤強化
（３）少子化危機突破
･･･子育て支援の強化、働き方改革、結婚・妊娠・出産支援の

三本の矢からなる、「少子化危機突破のための緊急対策」
を着実に実行する。

｢日本再興戦略」（平成25年6月14日閣議決定） ※抜粋

第Ⅱ．３つのアクションプラン
一．日本産業振興プラン
２．雇用制度改革・人材力の強化
④女性の活躍推進
･･･子育て支援強化、働き方改革に加え、「少子化危機突破
のための緊急対策」（本年６月７日少子化社会対策会議決
定）に基づき、妊娠・出産等に関する情報提供や産後ケア
の強化など、結婚・妊娠・出産に関する支援を総合的に行う。

である。･･･
２子ども・子育て支援新制度等に基
づいた施策と更なる課題
(3)妊娠・出産・子育てへの連続
的支援

社会保障制度改革推進法第４条の
規定に基づく「法制上の措置」の
骨子（平成25年8月21日閣議決定） ※抜粋

一 講ずべき社会保障制度改革の措置等
１．少子化対策
（１）･･･少子化対策を総合的かつ着実

に実施していく必要があることに鑑み、
就労、結婚、妊娠・出産・育児等の各段
階に応じた支援を切れ目なく行い、･･･

２



趣 旨 「少子化危機突破のための緊急対策」を着実に実施することを目的として、
緊急対策に基づく具体的な施策の推進等について検討を行う。
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山田 正人 経済産業省特許庁総務部制度審議室長

安藏 伸治 明治大学政治経済学部教授、

日本人口学会会長

井上 敬子 文藝春秋「CREA」局出版部統括次長

後藤 憲子 ベネッセ教育総合研究所
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構成員 ※当時の役職で記載

内閣府「少子化危機突破タスクフォース」（第２期） 平成25年8月29日設置

第１回： 平成25年10月22日

第２回： 〃 12月3日

第３回：平成26年 3月25日

第１回： 平成25年 8月29日

意見交換： 〃 12月19日 地域少子化対策強化交付金30.1億円(25年度補正)報告

第２回：平成26年 1月21日

第３回 〃 4月21日『少子化対策に関する総合的な数値目標の設定について』説明
第４回 〃 5月15日『少子化対策に関する総合的な数値目標の設定について』説明（２回目）
第５回 〃 5月19日 とりまとめの議論

全体会合

山田 正人 経済産業省特許庁総務部制度審議室長宮島 香澄 日本テレビ報道局解説委員

吉村 美栄子 山形県知事

情報提供チーム
第１回：平成25年 10月7日『「地方目線」の少子化対策を推進するために』説明
第２回： 〃 11月14日 『少子化危機突破に向けて地方からの提言』説明
第３回：平成26年2月28日

第４回： 〃 4月 7日 『地域少子化対策強化交付金（三重県分）について』説明

政策推進チーム

会合

３

5月26日 少子化危機突破タスクフォース（第２期）取りまとめ



地域における少子化対策の強化（内閣府政策統括官（共生社会政策担当）少子化対策担当）
２５年度補正予算額（案） 30.1億円（新規）

【事業の目的】

我が国の危機的な少子化問題に対応するため、結婚、妊娠・出産、
子育ての一貫した「切れ目のない支援」を行うことを目的に、地域
の実情に応じたニーズに対応する地域独自の先駆的な取組みを行う
地方公共団体を支援する。

【事業の概要】

○ 地域の実情に応じたニーズに対応する結婚、妊娠・出産、子育ての

内閣府

都道府県

事業計画

事業の流れ

補助

事業概要・目的

少子化危機突破タスクフォースからの提案や地方（全国知事会等）からの要望により
内閣府における少子化対策予算（平成25年度）の約15倍の財源が確保された！

「切れ目のない支援」を実施。

○ 国は、計画に盛り込むべき事項を提示。都道府県は、地域の実情に
応じた結婚、妊娠・出産、子育ての「切れ目のない支援」を行うための計
画を策定し事業実施。市区町村は、都道府県が定める計画に沿って独
自の計画を作成し、都道府県は各市区町村の事業を支援。

○ 都道府県及び市区町村が定める計画には、以下の事業を盛り込む。
・ 切れ目のない支援を行うための仕組みの構築
・ 結婚に向けた情報提供等
・ 妊娠・出産に関する情報提供
・ 結婚、妊娠・出産、子育てをしやすい地域づくりに向けた環境整備

・補助率： １０／１０
・交付上限： 都道府県 ４０００万円（市区町村分を除く）

市区町村 ８００万円

国・地方が連携した
少子化対策の相乗効果
国・地方が連携した
少子化対策の相乗効果

市町村

地方の実情に応じた切れ目のない
少子化対策を集中的に展開

実施実施

事業計画 補助

地域少子化対策強化交付金

４



内閣府「少子化危機突破タスクフォース」（第２期） 平成25年8月29日設置

① 都市と地方の特性に応じた少子化対策
② 少子化対策ための財源確保
（家族関係社会支出対GDP比１%→２%）

③ 地域少子化対策強化交付金の継続・拡充
④ 妊娠・出産等に関する正確な情報提供
⑤ 少子化危機突破の認識共有
⑥ 施策の検証と、国民に対する「見える化」
⑦ 少子化対策の目標設定
１ 新しい少子化対策大綱の策定に向けた検討

７
つ
の
課
題
と
方
向
性

少子化危機突破タスクフォース（第２期）取りまとめ (平成26年5月26日決定）

少子化社会対策大綱の策定
に向けた議論や

内閣府特命担当大臣
（少子化対策）

※取りまとめた内容について、
経済財政諮問会議（平成26年
6月9日開催）で説明

報
告

１ 新しい少子化対策大綱の策定に向けた検討
２ 集中取組期間の設定と施策の総動員と財源の確保
３ 残された課題に対する議論の深化

｢経済財政運営と改革の基本方針 2014 」（骨太の方針）（平成26年6月24日閣議決定） ※抜粋

第１章 ４．日本の未来像に関わる制度・システムの改革
（望ましい未来像に向けた政策推進）
① 人口急減・超高齢化に対する危機意識を国民全体で共有し、50年後に１億人程度の安定した人口構造を
保持することを目指す タスクフォース取りまとめ⑤、⑦が反映

第２章 １．女性の活躍、教育再生を始めとする人材力の充実・発揮
（４）少子化対策

･･･出生率の回復に成功した諸外国の経験も参考にしながら、結婚・妊娠・出産・育児の「切れ目のない
支援」を行うため、財源を確保した上で子どもへの資源配分を大胆に拡充し、少子化対策を充実する。
･･･都市と地方のそれぞれの特性に応じた少子化対策に国と地方自治体、都道府県と市町村がそれぞれの

役割に応じ連携した取組を推進するとともに、･･･ タスクフォース取りまとめ①、②、③が反映 ５

に向けた議論や
「骨太の方針2014」へ反映提

言



１．地域少子化対策強化交付金の延長・拡充

２．子ども・子育て支援新制度に係る財源確保
３．抜本的な少子化対策に取り組むための財源確保
（家族関係社会支出対GDP比１%→２%）

４．仕事と家庭の両立支援に取り組む企業支援のための税制
「くるみん税制」の延長・拡充 「プラチナくるみん（仮称）」取得

内閣府「少子化危機突破タスクフォース」（第２期） 平成25年8月29日設置

平成27年度予算要求・税制改正要望に向けた緊急提言
少子化危機突破タスクフォース予算・税制検討チーム(平成26年8月26日）

H27年度予算概算要求

要求あり（優先課題推進枠）
※H25年度補正と同額で
単年度

要求あり（事項要求）
※消費増税の動向等をふま
えて、予算編成過程で検討

要求なし

年度税制改正要望「くるみん税制」の延長・拡充、「プラチナくるみん（仮称）」取得
企業へのさらなる税制優遇措置の創設

５．結婚・子育て支え合いを促進するための税制等
信託の機能を活用した新たな贈与税の非課税措置、子育て関連支出の
所得税控除、高齢者給付の国庫負担分を死亡時に国庫還元する仕組み、
女性の働き方に中立な税制への見直し、多子世帯に対する税制優遇

６．三世代同居・近居に係る軽減のための税制
７．民間企業の本社機能の地方移転を促進するための税制

中長期的に本社機能の地方移転を促すインセンティブを検討

６

H27年度税制改正要望

要望あり
※「くるみん税制」の延長、
「プラチナくるみん（仮称）」
の税制優遇措置の創設

一部要望あり
※贈与税の非課税措置のみ

要望あり

要望なし
※全国知事会から国に対し
提言を実施したところ(10月)



三重県の人口減少の現状 －人口動態－

総人口

自然減

対前年比

H16年 1,867,000 3,000
～ ～ ～
H20年 1,871,000 -2,000

H21年 1,864,000 -7,000

H22年 1,854,724 -9,276

H23年 1,847,000 -7,724

H24年 1,840,000 -7,000

H25年 1,833,000 -7,000
（総務省統計局による人口推計より）

出生数 死亡数 増減

H16年 16,287 16,030 257

H17年 15,345 17,514 -2,169

～ ～ ～ ～

：減少が始まった年

－３４,０００人

－１，８００人

県内の小学校
（平均児童数：２４５人 / 校）

が毎年 １６校
閉校していく人数

社会減

H22年 15,262 18,691 -3,429

H23年 15,080 18,691 -3,611

H24年 14,729 19,210 -4,481

H25年 14,514 19,690 -5,176

転入 転出

H16年 32,123 31,689 434

H17年 31,455 32,041 -586

～ ～ ～ ～

H22年 27,619 29,211 -1,592

H23年 28,019 28,987 -968

H24年 27,750 29,859 -2,109

H25年 26,747 29,973 -3,226

（厚生労働省 人口動態統計より）

（住民基本台帳人口移動報告より）

平均 約４，０００人

平均 約２，０００人

H15 H24

婚姻数(組) 10,156 9,006

合計特殊
出生率 1.35 1.47

７



「子ども・思春期」、「結婚」、「妊娠・出産」、

「子育て」のライフステージごとに、働き方

も含め、「地方目線」、「当事者目線」で、

県民の希望が叶えられるよう きめ細かな

結婚や出産・子育ての
希望がかなう三重で

三重県の少子化対策

県民の希望が叶えられるよう、きめ細かな

支援を行います。

妊娠・出産子ども・思春期 結 婚 子育て

切れ目のない支援

働 き 方

８



子ども・思春期 結婚 妊娠・出産 子育て

・ライフプラン教育総合推進事業
・ 思春期ライフプラン教育事業
・ 思春期ライフプラン教育啓発事業

・みえの出逢い支援事業

・少子化対策市町創意工夫

支援交付金（再掲）

・低年齢児保育充実事業補助
・病児・病後児保育施設整備事業補助
・保育士・保育所支援センター事業
・子ども・子育て支援事業支援計画等策定事業
・発達障がい児への支援事業
・CLM小学校低学年版研修モデル事業
・ひとり親家庭学習支援ボランティア事業
・子育て医師等復帰支援事業/・看護職員確保対策事業
・小児夜間医療・健康電話相談事業
・男性の育児参画推進事業/・男性の育児参画普及啓発事業

・仕事と家庭が両立できる職場づくり支援事業（地域人づくり事業） ・地域活性化プラン推進事業（次世代育成を図る農村コミュニティ

・児童虐待法的対応推進事業（法的対応力強化事業）
・若年層における児童虐待予防事業
・家庭的養護推進計画策定事業
・児童家庭支援センター運営支援事業

小学生からの発達段階に応じた
ライフプラン教育

出逢い・結婚支援 安心して出産できる環
境づくり

子どもを守る取組

働き方の改善（就労支援や就労環境の改善）

安心して子育てできる環境づくり新規・拡充・見直し等の事業

・ＮＩＣＵ等長期入院児在宅

移行支援事業

・少子化対策周産期医療支

援事業

・不妊相談・治療支援事業

・産後ケア事業

・母子保健支援者育成事業H26当初+Ｈ25.2月補正予算 合計 8,732,415千円
少子化対策予算総額

政策的経費伸率：88.2％増！

平成２６年度の三重県の少子化対策関連事業

・思春期保健指導セミナー、
思春期ピアサポーター養成の
実施

・南部地域の各市町に
おける出逢いや結婚を
応援する取組の支援

・仕事と家庭が両立できる職場づくり支援事業（地域人づくり事業）

・子育て女性の再チャレンジ促進事業（地域人づくり事業）

・就職を勝ち取る若者人材育成事業（地域人づくり事業）

・少子化対策県民運動等推進事業(再掲)

・地域活性化プラン推進事業（次世代育成を図る農村コミュニティ
活動創出事業）
・若者が安心して農業参入できる環境づくり推進事業
・新規漁業就業者定着支援事業
・マタニティ・ハラスメントのない職場づくり事業

・少子化対策市町創意工夫支援交付金 ・少子化対策総合ウェブサイト構築事業
・少子化対策連携事業 ・みえの少子化対策を考えるフューチャーセンター事業
・少子化対策県民運動等推進事業 ・地域少子化対策市町強化交付金

少子化対策に関する市町支援、機運醸成、他県連携等の実施

子ども・思春期からの教育
の実施

出逢い・結婚支援 安心して出産できる環
境づくり
・周産期医療の充実
・不妊症等の相談・治療
支援の実施/・妊娠レス
キューダイヤルの設置
・出産前後からの親子支援

・外国人住民に対する生活支援

働き方の改善（就労支援や就労環境の改善）
・ハローワーク等の関係機関
との連携による就労支援

・女性の就労支援/・事業主としての県庁の取組/表彰制度等による民間企業へのワーク・ライフ・バラ
ンスの推進

・児童虐待の防止推進、社会的養護体制の充実/・歯科の視
点からの児童虐待防止と子育て支援 （ＭＩＥＳによる取組）

・保育基盤の整備促進、潜在保育士等の就業支援
・延長保育等の支援、家庭的保育の支援、ひとり親家庭学
習支援/・放課後児童対策の支援
・三重県こども心身発達医療センター（仮称）の整備
・発達障がい児支援（市町の一元化窓口機能の設置支援及
び人材育成支援/発達チェックリスト（CLM）の普及）

子どもを守る取組

安心して子育てできる環境づくり

・子ども医療費補助

その他の主な取組（継続事業）
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事業一覧 （単位：千円）

項目 事業名 事業費
うち交付金
申請額

1
結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を
行うための仕組みの構築

少子化対策県民運動等推進事業 5,670 5,670 

みえの少子化対策を考えるフューチャー
センター事業

3,000 3,000 

2 結婚に向けた情報提供等
みえの出逢い支援事業（コーディネートス
キル研修、コミュニケーションワークショッ
プ経費等分）

9,043 4,176 

思春期ライフプラン教育事業 932 0 

地域少子化対策強化交付金 （三重県分）

3 妊娠・出産に関する情報提供

思春期ライフプラン教育事業 932 0 

思春期ライフプラン教育啓発事業 5,849 5,849 
マタニティ・ハラスメントのない職場づくり
事業

1,906 1,588 

4
結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくり
に向けた環境整備

母子保健支援者育成事業 4,848 4,848 

健やか親子支援事業（周産期からの支援
ネットワーク事業）

224 224 

男性の育児参画推進事業 1,718 0 
男性の育児参画普及啓発事業 5,425 5,425 

少子化対策総合ウェブサイト構築事業 8,426 8,426 
合計 47,041 39,206 
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○中学校で妊娠・出産に関する教育は実施しているが、「高齢になると妊娠しにくくなる」ということ
は一部の学校でしか教えていない。
○妊娠・出産に関して、医学的知見から妊娠・出産の適齢期があることや不妊の原因の半分は
男性にあるということがあまり知られていない。

①赤ちゃんふれあい体験 ②思春期ライフプラン教育

現 状

市町内全ての中学生（一定の学年）を対象に医学的
知見（科学的立場）からの妊娠・出産の適齢期や不

小中学生を対象に、乳児や妊婦とのふれあい

日本人は妊娠についての知識がきわめて乏しい
・世界１８ヵ国中ワースト２位 英ガーディフ大・研究グループ調査2009-2010

思春期からのライフプラン教育の実施
地域少子化対策強化交付金事業

性感染症予防等、
妊娠をしない教育

安心して、将来子ども
を持ちたいと思う教育

知見（科学的立場）からの妊娠・出産の適齢期や不
妊等知識を身につける教育を実施する市町を支援。

体験に取り組む市町を支援。

成人式の機会を活用し、妊娠・出産に関する知識
について周知啓発。

将来を見通した思春期教育

命の大切さ 家族の愛情 家族観の醸成

④思春期ライフプラン教育啓発

小中学生
中学生

成人

産婦人科医等の派遣による妊娠・出産の医学的知
識等に関する講演会を開催するほか、高校生向け
リーフレットを作成する。

③ライフプラン教育総合推進
事業（県単事業）

高校生
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ネウボラ（妊娠期から就学前にかけての子ども家族を対象とす
る包括的な支援制度：アドバイスの場）を中心とした子育て支
援
• 母子だけでなく家族全員がサービスの対象（個別

の聞き取りも実施
• ワンストップ拠点（分娩以外はほぼ全て対応）

• 妊娠期から信頼関係築くため危機発生時にも家族
への介入が容易

• 「マイ保健師」制度（保健師は異動なし）。保健師１
人で１００家族担当

• 観察記録・カルテは５０年保管。就学後は学校保健
室へ送付

専門職種（ソーシャルワーカー、保育士、医師、看

各市町村を主体とした母子保健サービス

• 妊娠から就学前までの健康管理記録を記載する
「母子手帳」を交付

• 妊娠期は産婦人科で対応、出産後の母子健診、
乳児健診、幼児健診や予防接種は、医療機関や
保健センター等で対応（窓口の分散）

• 保健センターや子育て支援センターなどで行われ
る育児相談、医療機関との連携の仕組みが作ら
れつつある。

• 晩婚化、晩産化による家族機能の低下により産
院退院直後の心身のケアが家族から得られにく

フィンランド 日本

フィンランドと日本の子育て支援

• 専門職種（ソーシャルワーカー、保育士、医師、看
護師、心理療法士、理学療法士など）と連携。

• 地域ネットワークの中核普遍的サービス（ネウボラ
と保育）を基盤にした、より専門性高い機関（家族
カウンセリングセンターやシェルター、児童相談所
など）との重層的な支援体制

• 効果的な利用促進策（妊娠４か月までにネウボラ
利用すれば妊娠手当もらえる。サービスは無料）に
よる１００％近い利用率

• サービスは全て無料（各種健診、予防接種も）。税
で運営

院退院直後の心身のケアが家族から得られにく
いケースの増加。乳児全戸訪問事業までの間母
子に接触する機会の不足により潜在ニーズ把握
が行いにくい

• 課題のある母子への支援中心（ハイリスク中心）
• 妊娠期の不安（第２子以降の不安感が高い調査
結果）

身近な支援者がいることで、予防的効
果が高い

課題
・ワンストップで相談を受けられる体制
（妊娠期からの継続的支援）
・家族支援の視点の強化
・身近な支援者の配置（ポピュレーション
アプローチの考え方）
・退院直後のケア体制の確立
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親子・家族
妊娠届出時アンケー
ト母子手帳の交付

妊婦訪問

関係機関連携

福祉施策（要対協等）・児童相談
所・保育所・子育て支援施策

新生児訪問

妊婦健診

名張市母子保健事業

コーディネート

目的： ・安心して子供を産み育てられる
・産みたい人が産める
・虐待が予防できる

(新）チャイルドパートナー

三重県のネウボラ支援

三重県（市町支援）
人材育成、広域調整、情報提供等

(新）産後
ケア事業

みえ出産前
後の親子
支援事業

(新）
母子保健支援者育成

母子保健コーディネーター育成
育児支援ヘルパー養成

(新）母子保健コーディネター等
乳児家庭全戸訪問

養育支援訪問

関係機関連携
各医療機関
医師会
助産師
地区組織

（民生委員・母
推・NPO・ママ
サークル等）

各種健診

新生児訪問

(新）
産後ケア
事業

（一部新）

妊娠届出時
アンケート
様式の統一

地域少子化対策強化交付金事業など

(新）
産前産後サ
ポート事業

各種教室・相談

１３



6.0 49.6 40.3 4.2県全体

父親は時間の許す範囲で、育児をすればよい
父親も母親と育児を分担して、

積極的に参加すべき

父親は外で働き、

母親が育児に専念すべき

その他・

わからない

多くの県民が父親の育児参画に肯定的。

男女ともに 「父親は時間の許す範囲で育児をすればよい」の割合が高いが、

若い世代では「父親も母親と育児を分担して、積極的に参加すべき」が高い。

【問】父親が育児をすることについて、あなたはどう思いますか

みえ県民意識調査

「みえの育児男子」プロジェクト

父親の育児参画についての考え方

8.3

4.0

2.1

2.7

2.3

5.2

5.8

13.3

51.0
48.6

36.2
44.1

47.7
47.2

55.7
55.0

35.8
44.0

56.3
50.1

46.3
43.5

35.6
25.7

4.9

3.5

5.3

3.1

3.7

4.2

3.0

6.0

男性

女性

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

n=5,224     第３回みえ県民意識調査（平成26年1月～2月実施）集計結果 報告書より作成 １４



※親目線の家事・育児分担である「イクメン」だけでなく、
子どもの成長を重視した男性の育児参画を「育児男子」
と位置付け様々な取組を推進します。

今、「社会を生き抜く力」を持つ人材が求められている。

強い相関関係！

海や川で貝を採ったり、魚を釣ったりした

夜空いっぱいに輝く星をゆっくりみたこと

なんでも最後までやり遂げたい

大人の自分子どもの頃

「子どもの頃、自然体験が豊富な人ほど、大人になって『最後までやり遂げたい』という意思が強く、
『もっと深く学びたい』といった意欲も強い。」 （独立行政法人国立青少年振興機構調査）

もっと深く学んでみたいことがある

「みえの育児男子」プロジェクト

夫の家事・育児参加時間が長いと、第２子以降の出生割合が増える。 （厚生労働省第９回成年者縦断調査）

男性の
出番！

ステキな育児をしている男性などを表彰
（自薦・他薦問わず大募集中！）

市町や企業で男性の育児参画を
けん引できる人材を育成！

パタニティ・ハラスメント防止対策の
働きかけや、企業子宝率調査実施によ
る県内企業の取組サポート

「育ボス」推進や「子ども参観（パパ、
ママの職場を見学）」などを通して、
職員の育児参画を支援

三重から発信！

高濱正伸さん
（花まる学習会代表）

三重県の豊かな自然環
境を活かした自然体験、
野外体験を検討。
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１ 産育休者と所属長のコミュニケーション増

２ 育ボスの推進 ３ 産育休取得者向けに情報発信

管理職の配置にあたって、子育て等を行う職員の仕事と家庭
の両立を支援し、応援、サポートしあう職場環境づくりに取
り組む姿勢を重視する。

事業主である県庁において、率先垂範して
男性の育児参画を進めていく。

平成２６年度より計４回の面談を実施予定
①（妊娠等の）申し出があったとき、
②産育休取得前、③育休復帰前、④育休復帰後

「みえの育児男子」プロジェクト（取組例）

育児参画
シートを活用

４ 県庁子ども参観 （8/8）

子育て中の職員を応援する風
土を醸成すること、及び親の
職業に対する理解を深めるこ
とを目的に実施
⇒８４人の子どもたちが参加

4
2

8 6

12

0

5

10

15

H21 H22 H23 H24 H25

単
位
（
人
）

（年度）

三重県庁（知事部局）における

男性の育児休業取得者数

男性育児休業取得率は13.04％（12人／92人）で
目標の10%を上回り、取得者数と合わせ過去最高。

過去最高！

H23年度 H24年度 H25年度

51人／105人 68人／121人 77人／92人

48.6% 56.2％ 83.7％

男性の育児参加休暇も取得者数、
取得率ともに過去最高

男性の育児参加休暇取得者数

過去最高！
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経営者セミナー経営者セミナー経営者セミナー経営者セミナー 風土づくり支援風土づくり支援風土づくり支援風土づくり支援

マタニティ・ハラスメントのない職場づくり事業

制度の整備、運用の促進 制度利用しやすい職場風土づくり 働く女性の意欲の支援

働く女性支援働く女性支援働く女性支援働く女性支援

４人に１人がマタハラ被害者 職場でマタハラが起こる原因について、「男性社員の妊娠・出産
への理解不足・協力不足」が ６６．１％と突出。（複数回答）

ﾏﾀﾊﾗ被害者
２６．３％

ﾏﾀﾊﾗ未経験

７３．７％

８割以上の女性が、子育てしながら働き続けたいと思っている！
（出所）「第２回マタニティハラスメントに関する意識調査」 連合非正規労働センター

都道府県労働局長に対する紛争解決の援助の申立件数 （平成２５年度） （出所）厚生労働省
・セクシャルハラスメント：２４８件
・婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱い：２１３件

マタハラ：働く女性が妊娠・出産を理由とした解雇・雇止めをされることや、妊娠・出産にあたって職場で受ける 精神的・肉体的なハラスメント

○企業の経営者、幹部等を対象と
したセミナーを開催

•男女がともに子育てのできる
職場環境づくりへの理解促進

•制度の整備と適切な運用促進
•マタハラ、パタハラへの理解と
防止意識の向上

〇先輩ママを交え、妊娠、出産後
の働き方を語る女子会を開催

•妊娠、出産、育児休業等の関係
法令や支援制度の知識、就業
継続のための情報の提供

• ロールモデルからの学び、参加
者間の語り合いによる意欲向上

○企業の研修会等への講師派遣

•妊娠や出産に対する従業員の
理解の促進

•制度が利用しやすくなるお互い
さまの職場風土の形成

•マタハラ、パタハラへの理解と
防止意識の向上

マタハラ、パタハラのない、安心して妊娠・出産し、育児ができる職場を実現

経営者セミナー経営者セミナー経営者セミナー経営者セミナー 風土づくり支援風土づくり支援風土づくり支援風土づくり支援 働く女性支援働く女性支援働く女性支援働く女性支援
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男性のみ

24%

男女とも
女性のみ

41%

不明

11%
不妊の原因の半数は男性にある！

〇広く知られていないため、妻に原因がないと分かって初めて夫の検
査・治療を行うことが多く、経済的、精神的な負担となる。

不妊治療にかかる費用

特定不妊治療（体外受精・顕微授精）は保険診療対象外であ
り、高額な医療費がかかる。

採卵から胚移植まで
一連の治療を実施し
た場合、１回３０万円
以上

三重県特定不妊治療費助成実績

平成２５年度助成者の治療費分布（治療Ａ・Ｂ）

出典：三重県

出典：三重県

特定不妊治療費助成

男女とも

24%
41%

出典：ＷＨＯ

〇男性不妊治療を伴う不妊治療には特に高額な治療費がかかる。
例：ＴＥＳＥ（精巣内精子生検採取法）は概ね２０万～４０万円。
体外受精・顕微授精と合わせて合計５０万～７０万円。

①特定不妊治療費助成金の上限額は１回最大１５万円
②夫婦合算所得４００万円未満の夫婦は１回最大１０万円上乗せ
③男性不妊治療を含む場合はさらに１回最大５万円上乗せ（新規）

①１５万円（一部７．５万円）

②上乗せ１０万円

③上乗せ ５万円

所得４００万円

所得７３０万円

最
大
３
０
万
円

※②と③は市町事業。市町が助成した場合に県が１／２補助する。
②は全市町が実施。③は１４市町が実施（１０月時点）。

平成２６年度から男性不妊治療費助成事業を開始
合わせて男性不妊
に関する周知啓発
事業を実施

・三重県の制度創設を受けて、福井県と京都府が助
成を開始（大分県は従来から助成対象としている）。

・全国の自治体から問い合わせ多数あり。来年度に
は助成を開始する自治体がさらに増える見込み。

他県の動向

１８



結婚支援にかかる主な現場のニーズ
三重県調査（平成25年度、聞き取り調査※）

○参加者の固定化が進み、参加者の確保（特に女性）が困難。

○広域的な参加者募集が必要

○若者の定住への結びつけをしたい。

○スタッフやイベント実施ノウハウが不足している。

○参加者のイベント前のマナー等の意識づけが必要。

市町、商工会議所、商工会、観光協会

先行事例のある市町、商工会議所、商工会、観光協会

地域少子化対策強化交付金事業

○参加者の選択や参加者の性格を熟知したうえでの当日の運営を行うコーディネート
スキルが必要であり、この手法の取得・向上が不可欠。

○年々、イベントの参加者が減少、これに伴い、協力店舗数も減少。

○単発で終わった地域や継続に苦労している地域も多い。

先行事例のある市町、商工会議所、商工会、観光協会

○参加者（特に男性）は、身だしなみやコミュニケーションに対する認識が低い。

○参加者（特に女性）は、理想が高く、相手に望む条件が過度に多い。

結婚支援に取り組むＮＰＯ

※（調査対象）・市町、商工会議所、商工会、観光協会（結婚支援に関するアンケート）
・先行事例のある市町に個別聞き取り
・先行事例のある商工会議所・商工会に個別聞き取り
・結婚支援に取り組むＮＰＯ等に聞き取り １９



人生のパートナーとの出会いを望む人への支援

１ 楽しみながら参加者の性格や嗜好を知ることができる
三重県オリジナルのコミュニケーション・ツールを作成・普及。

２ 結婚を望む人の意識改革、スキルアップ

①恋するワークショップ

結婚を望む人を中心に、結婚のすばらしさや家族をもつことの意義など、自らが考えるワークショップを開催。

みえの出逢い支援事業

地域少子化対策強化交付金事業

結婚支援に取り組む市町等への支援

１ アドバイザーの派遣

２ コーディネートスキルアップ研修の実施

②婚活中の方へのスキルアップ講座の開催

結婚を希望する方のコミュニケーション能力や身だしなみ等のスキルアップに向けたセミナー等を開催。

みえ出逢いサポートセンター

市町や商工会議所等の取組情報の一元的提供、出逢いの
場を応援する主体の自主的な活動を支援する仕組みづくり

【県単独事業】

２０



場所：三重県立図書館
参加者：男性１４名、女性１２名 計２６名
日時：平成26年10月19日（日）18時～20時

＜内容＞

・普段は入れない地下書庫などバックヤードを見学

県内図書館での出逢い支援
事業実施は初めて！

定員を上回る応募があり、
締切前に募集を打ち切り！

特別感

みえの出逢い支援について

ライブラリー・オブ・ザ・イヤー
2012で優秀賞を受賞！

・普段は入れない地下書庫などバックヤードを見学

・閉館後の館内でグループになり自分の好きな本を紹介

・図書館職員が参加者の紹介した本に関連する本を紹介

・興味のある本をその場で貸出

⇒本の返却時に参加者同士の再会の場を設定。

満足
（１５名）

ある程度満足
（１１名）

満足度（アンケート結果より 参加者26名全員回答）

＜参加者の声＞
・普段見れない図書館の様子が見られて
楽しかった。
・「本が好き」という共通の話題があり、
参加者同士話しやすかった。

出逢いの仕掛け

きっかけづくり

特別感
参加者全員が
「満足」あるい
は「ある程度満
足」と回答！

２１



三重県の非正規雇用対策 ～結婚の希望を叶えるための経済基盤の確保～

1.42 1.41 1.38

0.91

0.44
0.62

0.75
0.90

1.10

0.84 0.80 0.77

0.54

0.23
0.32

0.41 0.48
0.57

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6

有効求人倍率は１倍超え、リーマン
ショック前までの水準にまで回復してい
るが、正社員有効求人倍率を見ると、
１倍を大きく下回る。

求人の増加は
派遣業中心

県内非正規雇用の状況

有効求人倍率

正社員有効求人倍率

全国平均 三重県 順 位

総 数 38.15％ 38.56％ 32位

男 性 22.13％ 20.43％ 17位

女 性 57.51％ 60.82％ 44位

【雇用者に占める非正規の割合】

雇用者の４割弱が非正規
雇用。

三重県の状況は全国平均
よりやや高い状況。

（女性は全国で４番目に高
い割合）

総務省：H24就業構造基本調査

非正規社員の30.3％が25歳～34歳までの若年者 若年者の正社員化が重要な課題

正社員を目指す就職支援

正社員を目指す、就職未内定者や非正規社員等の若年者を対象に、社会
人としてのスキルアップを目指す研修と企業での実地研修を組み合わせた
長期の実践的なインターンシップを実施。

基礎
研修

企業での
実地研修

企業での
実地研修

課題発見
研修

ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ
研修

【座学（２８日）、企業実地研修（４０日）】

平成２５年度実績
６０人参加→ 就職決定者数５３人（就職率８８.３％）
決定者５３人のうち約９割が正社員として雇用

国、関係機関との連携

国と連携して人材不足分野における雇用管理改善及び非正規
雇用労働者の正社員転換等の促進に係る啓発運動を実施。

【関係団体への要請】

正社員雇用の拡大や
正社員転換の促進等に
ついて要請

【事業者への啓発】

正社員転換の効果、支
援制度に関するチラシを
配布

【企業からの声】

「正社員転換により習熟度が高い人材が長期に活躍し新規中途
採用のリスクやコストを軽減できた」といった人材の定着や質の向
上に効果があったという声が多くあった。

正社員化は企業にとっても競争力強化につながる
２２



今後、特に取り組んでいただきたいこと

１．地域少子化対策強化交付金の恒久化・拡充（地方による柔軟な活用）
２．ネウボラの仕組みづくりに係る費用の支援
３．多子世帯の保育料軽減、乳幼児医療費助成の国による制度化
４．放課後児童クラブへの財政的支援の充実、要件緩和
５．未婚化・晩婚化対策として、地方が行う出逢いの場の構築への財政的支援

国に向けて

６．育児休業制度および両立支援助成金制度等の充実と活用の徹底

１．マタニティ・パタニティハラスメントのない職場づくり
２．長時間労働の是正、ワーク・ライフ・バランスの推進
３．男性社員の子育てを応援する風土づくり（育ボス）
４．正規雇用の拡大、非正規雇用労働者の正社員転換の促進

企業に向けて

２３


